
保育所・認定こども園・小規模保育施設一覧

公設公営学童保育所一覧

公設民営学童保育所一覧幼稚園一覧

区分

保
育
所
（
公
立
）

保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
（
私
立
）

小
規
模
保
育
施
設
（
私
立
）

※平成29年4月からおおぜ学童保育所は、公設民営学童保育所としての運営を予定しています。

施設名
八条保育所
伊草保育所
中馬場保育所
大曽根保育所
古新田保育所

八條1567
伊草372
中央3-29-17
大曽根1518
古新田10

996-3656
996-3657
996-3068
996-0326
996-3500

南川崎保育所

駅前保育所（公設民営）

八潮ひまわり保育園

南川崎207-1

大瀬1-1-1

中央1-15-5

996-9642

994-5606

997-0321

やしお花桃保育園

けやきの森保育園やしお

八潮かえで保育園

やしおエンゼル保育園

しおどめ保育園八潮駅北

八潮なないろ保育園

認定こども園しおどめの森

しおどめ保育園小規模認可

みひかり保育園

ふぇありぃ保育園八潮駅南口園

ふぇありぃ保育園八潮中央園

もりまさ保育園

おひさま保育園

潮止小学校児童

大曽根小学校児童
八幡小学校児童
柳之宮小学校児童
大瀬小学校児童

大原小学校児童

八條小学校児童

松之木小学校児童

中川小学校児童

八條北小学校児童

対象者 学童保育所 所在地 電話番号 保育時間

対象者 学童保育所 所在地 電話番号 保育時間

どんぐり学童クラブ

ひまわり学童クラブ

みひかり幼稚園
幼稚園名 所在地 電話番号

八條1760

西袋1218-2

大曽根538

八潮4-4-3

木曽根1063

鶴ケ曽根124

997-8341

996-3733

996-0303

996-0127

996-3268

995-1717

緑町4-1-1

古新田904-3

八條1150

996-2216

995-1475

936-8205

平　日：
放課後～
午後6時30分

土曜日：
午前8時～
午後6時30分

わかくさ学童保育所

おおそね学童保育所
やわた学童保育所
やなぎのみや学童保育所
おおぜ学童保育所

だいばら学童保育所

はちじょう学童保育所

南川崎826-3

垳527
中央4-21-25
柳之宮140
大瀬3-9-1

八潮7-42-1

鶴ケ曽根1

997-7195（A組）
999-1601（B組）
997-1249
997-6821
998-0043
998-9088
998-9550（A組）
998-2019（B組）
998-9006

平　日：
放課後～午後6時30分
土曜日：
午前8時～午後6時30分

二丁目1067-1

垳161－1

大瀬2-1-8

八潮4-4-6

木曽根438-1

二丁目948-1

木曽根1041-2

木曽根1097-2

大瀬4-1-5

大瀬4-1-7

中央4-19-6

大瀬1-4-1

八潮8-1-17

969-4193

997-7751

994-3007

998-1717

995-2600

954-7717

998-1551

998-6677

948-6921

994-5138

994-5131

998-1127

997-5270

平　日：午前7時30分～午後6時30分
土曜日：午前7時30分～午後2時

平　日：午前7時30分～午後7時30分
土曜日：午前7時30分～午後6時30分

平　日：午前7時～午後7時
土曜日：午前7時30分～午後6時30分

平　日：午前7時～午後7時
土曜日：午前7時30分～午後2時
平　日：午前7時～午後7時
土曜日：午前7時30分～午後6時30分
平　日：午前7時～午後7時
土曜日：午前7時30分～午後3時

平　日：午前7時～午後7時
土曜日：午前7時30分～午後6時30分

平　日：午前7時30分～午後7時30分
土曜日：午前7時30分～午後6時30分

所在地 電話番号 保育時間
　
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
・
小
規
模
保
育
施
設
（
保
育
施
設
）
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、

入
所
（
園
）
の
手
続
き
に
加
え
て
、
「
保
育
の
必
要
性
」
の
認
定
の
手
続
き
も
必
要
で
す
。

受付期間＝11月24日（木）～
27日（日）・29日（火）
※施設への入所決定は、受
け付け順ではありません。

「
保
育
の
必
要
性
」
の
認
定　

乳

幼
児
の
年
齢
や
、
保
護
者
の
労
働

状
況
、
家
庭
状
況
か
ら
、
市
が
保

育
の
必
要
性
を
判
断
し
、
認
定
区

分
に
よ
り
認
定
証
を
発
行
し
ま
す
。

市
役
所
で
の
手
続
き
と
な
る
場
合

▼
各
保
育
施
設
で
、
満
３
歳
以
上

の
児
童
の
保
育
を
希
望
す
る
場
合

（
２
号
認
定
）

▼
各
保
育
施
設
で
、
満
３
歳
未
満

の
児
童
の
保
育
を
希
望
す
る
場
合

（
３
号
認
定
）

施
設
へ
の
入
所
決
定　

各
保
育
施

設
で
の
保
育
を
希
望
す
る
場
合

（
２
号
・
３
号
認
定
）
の
施
設
へ

の
入
所
決
定
は
、
「
保
育
の
必
要

性
」
の
認
定
の
後
、
申
請
者
の
希

望
や
保
育
所
な
ど
の
状
況
を
踏
ま

え
、
市
で
利
用
調
整
を
し
た
う
え

で
、
利
用
先
を
決
定
し
ま
す
。

□対
生
後
６
カ
月
か
ら
就
学
前
ま
で

の
乳
幼
児
。
た
だ
し
、
駅
前
保
育

所
・
八
潮
な
な
い
ろ
保
育
園
お
よ

び
各
小
規
模
保
育
施
設
は
生
後
６

カ
月
か
ら
２
歳
児
ク
ラ
ス
ま
で
、

や
し
お
花
桃
・
け
や
き
の
森
・
八

潮
か
え
で
の
各
保
育
園
は
生
後
57

日
か
ら
就
学
前
ま
で

受
付
日
時　

11
月
24
日
㈭
〜
27
日

㈰
・
29
日
㈫　

午
前
10
時
〜
午
後

５
時

受
付
場
所　

八
潮
メ
セ
ナ
展
示
室

※
各
保
育
施
設
で
の
受
け
付
け
は

行
い
ま
せ
ん
。

※
申
し
込
み
時
に
入
所
申
請
児
童

の
面
接
を
行
い
ま
す
。
必
ず
児
童

同
伴
で
、
母
子
健
康
手
帳
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

【
注
意
】
認
定
こ
ど
も
園
し
お
ど

め
の
森
（
幼
稚
園
部
）
☎
996
・
３

２
６
８
で
満
３
歳
以
上
の
幼
稚
園

教
育
を
希
望
す
る
場
合
（
１
号
認

定
）
は
、
施
設
で
の
手
続
き
と
な

り
ま
す
。

必
要
書
類　

▼
支
給
認
定
申
請
書 

▼
保
育
の
必
要
性
を
証
明
す
る
書

類
（
勤
務
証
明
書
、
医
師
の
診
断

書
な
ど
）
▼
平
成
28
年
１
月
２
日

以
降
に
八
潮
市
に
転
入
し
た
方
は

前
住
所
地
で
発
行
す
る
平
成
28
年

度
課
税
（
非
課
税
）
証
明
な
ど

（
父
母
の
分
ま
た
は
生
計
の
主
宰

者
の
分
）
が
必
要

※
平
成
29
年
度
保
育
の
し
お
り
は
、

10
月
11
日
か
ら
市
役
所
お
よ
び
各

公
立
保
育
所
で
配
布
し
ま
す
。
市

役
所
で
の
配
布
は
、
10
月
11
日
は

第
２
会
議
室
に
お
い
て
10
月
12
日

以
降
は
保
育
課
で
行
い
ま
す
。

入
所
基
準　

児
童
の
保
護
者
お
よ

び
同
居
の
親
族
、
そ
の
他
の
方
が
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

に
よ
り
、
児
童
を
保
育
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

①
月
に
64
時
間
以
上
労
働
す
る
こ

と
を
常
態
と
す
る
こ
と
②
妊
娠
中

で
あ
る
か
、
出
産
後
間
が
な
い
こ

と
（
出
産
予
定
日
前
42
日
の
属
す

る
月
の
初
日
か
ら
産
後
56
日
の
属

す
る
月
の
末
日
ま
で
）
③
疾
病
・

負
傷
し
、
ま
た
は
精
神
的
・
身
体

的
に
障
が
い
を
有
し
て
い
る
こ
と

④
同
居
の
親
族
を
常
時
介
護
ま
た

は
看
護
し
て
い
る
こ
と 

⑤
震
災
、

風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
の

復
旧
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
⑥
求

職
活
動
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
る

こ
と
⑦
専
修
学
校
や
こ
れ
に
準
ず

る
教
育
施
設
に
在
学
し
て
い
る
こ

と
⑧
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
こ

と
⑨
育
児
休
業
期
間
中
に
保
育
所

な
ど
を
引
き
続
き
利
用
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と 保
育
料　

父
母
な
ど
の
市
民
税
所

得
割
額
に
よ
り
保
育
料
を
算
出
し

ま
す
（
詳
し
く
は
、
保
育
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）
。

そ
の
他　

市
外
へ
の
転
出
予
定
な

ど
で
、
他
の
市
区
町
村
の
保
育
所

や
認
定
こ
ど
も
園
な
ど
の
施
設
へ

の
入
所
を
希
望
す
る
場
合
は
、
受

付
期
間
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
至

急
、
保
育
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

送
迎
保
育　

南
川
崎
保
育
所
・
八

潮
ひ
ま
わ
り
保
育
園
・
し
お
ど
め

保
育
園
八
潮
駅
北
・
認
定
こ
ど
も

園
し
お
ど
め
の
森
・
し
お
ど
め
保

育
園
小
規
模
認
可
を
対
象
に
、
駅

前
保
育
所
を
起
点
と
し
て
、
送
迎

バ
ス
を
利
用
し
て
の
送
迎
保
育
を

行
い
ま
す
。 

□対
▼
勤
務
時
間
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、
保
育
所
の
開
所
時
間
内
に
送

迎
が
で
き
な
い
こ
と
▼
満
１
歳
以

上
の
児
童
で
あ
る
こ
と 

※
家
庭
の
状
況
に
よ
り
利
用
で
き

る
内
容
が
異
な
り
ま
す
。

□費
１
日
400
円

 

□対
市
内
の
小
学
校
に
在
籍
す
る
児

童●
公
設
公
営
学
童
保
育
所 

受
付
日
時　

11
月
24
日
㈭
〜
27
日

㈰
・
29
日
㈫　

午
前
10
時
〜
午
後

５
時

受
付
場
所　

八
潮
メ
セ
ナ
展
示
室 

必
要
書
類　

▼
入
所
申
込
書
▼
児

童
家
庭
調
査
書
▼
保
育
の
必
要
性

を
証
明
す
る
書
類
（
勤
務
証
明
書
、

医
師
の
診
断
書
な
ど
）

※
保
育
課
で
配
布
す
る
書
類
を
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。 

入
所
基
準　

保
育
所
の
入
所
基
準

①
〜
⑨
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方保
育
料　

月
額
９
０
０
０
円

※
生
活
保
護
世
帯
、
ひ
と
り
親
家

庭
等
医
療
費
受
給
世
帯
お
よ
び
２

人
以
上
の
児
童
が
入
所
す
る
世
帯

は
、
申
請
に
よ
る
保
育
料
の
減
額

・
免
除
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

※
学
童
保
育
所
に
入
所
中
の
方
も
、

改
め
て
入
所
手
続
き
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
同
一
世
帯
内
の
児
童
の
学

童
保
育
料
や
保
育
料
を
滞
納
し
て

い
る
場
合
は
入
所
で
き
ま
せ
ん
。

滞
納
分
を
申
込
受
付
期
間
ま
で
に

納
入
し
た
後
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

●
公
設
民
営
学
童
保
育
所

　

次
の
公
設
民
営
学
童
保
育
所
は
、

各
施
設
で
の
手
続
き
と
な
り
ま
す

の
で
、
直
接
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

○
幼
稚
園

　

次
の
幼
稚
園
は
、
各
施
設
で
の

手
続
き
と
な
り
ま
す
の
で
、
直
接
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
・

小
規
模
保
育
施
設

学
童
保
育
所

学
童
保
育
所

※土曜日は、わかくさ
・やわた・だいばらの
各学童保育所での合同
保育

八潮幼稚園

小倉あさひ幼稚園

青和幼稚園
認定こども園
しおどめの森（幼稚園部）
八潮ちくみ幼稚園

（保育園部）

はちじょうきた
学童保育所

平
成
29
年
４
月
入
所（
園
）の
保
育
所
・

認
定
こ
ど
も
園
・
小
規
模
保
育
施
設
・

学
童
保
育
所
の
新
規
受
付

□問
保
育
課
☎
○内
３
１
４

（2） 平成28年（2016年）10月10日広報 No.791

八潮市役所　☎048-996-2111


